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 「農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程」の一部改正に

ついて 

 
 令和３年９月 30日、中国政府から「輸入食品海外製造企業登録管理規定」（税

関総署令第 248 号）について、日本からの輸出実績がある食品であって日本政

府による中国政府への登録が必要な品目のリスト（以下「既貿易品目リスト」と

いう。）及び当該既貿易品目の登録様式が示され、既貿易品目リストに掲載され

た食品に関連する企業は、2021 年 10 月 31 日までに規定の様式に記入して中国

政府に提出すれば、速やかに審査・確認を行い、登録する旨書簡にて連絡があり

ました。 

今般、中国向け輸出農林水産物・食品に係る施設認定手続等を定めた「農林水

産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程」（令和２年４月１日付け

財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣決定。以下「手続規程」という。）の別

紙 CN-O1「中華人民共和国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱」を改正しまし

たので、御了知の上、関係事業者への周知等について特段の御配慮をお願いしま

す。 
 
 


